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はじめに

「安全で快適な学校施設を維持するために」
（平成１３年４月文部科学省）

http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/05010601.htm

■ 維持管理は児童生徒の安全を守るために不可欠です。

学校施設は、児童生徒等の学習・生活の場
であるとともに、非常災害時には地域の避難
所としての役割を担います。そのため、日常
はもとより災害時においても十分な安全性・
機能性を有することが求められます。
しかし、建築当初には確保されているこれ
らの性能も、経年劣化等により必要な性能を
満たさなくなっていることがあります。それ
に気づかずに放置していると、突然外壁タイ
ルやモルタルが落下するなどの事故が発生す
る可能性がありますので、常に健全な状態を
維持できるよう、法令等に基づいて定期的に
点検を行い、必要な修理・修繕等を速やかに
実施することが必要です。

学校施設を適切に維持管理するためには、学校施設を所有・管理する学校設置者
の方々と、学校施設を利用する教職員の方々がそれぞれの立場に応じて点検等を行
い、常時適法な状態を維持することが必要です。この手引は、建築基準法第８条第
１項、第12条第1項及び第2項並びに消防法第17条第1項及び第17条の3の3の規
定に基づいて学校設置者が実施すべき維持管理の必要性や制度の概要等をとりまと
めたものです。

■ 学校施設の維持管理は設置者の責務です。

※教職員の方々による日常的な点検については、「安全で快適な学校施設を維持
するために」（平成１３年４月文部科学省）を参考にしてください。

１

点検 修繕修繕が必要な箇所を発見！

！
？

人が健康を維持するために定期的に健康診断を受け、必要な治療を行うことと同じです。

雨漏りによって天井吊り部材が腐食して突然落下



点検方法や判定方法等の詳細については、以下の図書を参考とすることができます。（平成28年3月時点）

・特殊建築物等定期調査業務基準（2008年版）
監 修：国土交通省住宅局建築指導課
編集・発行：一般財団法人 日本建築防災協会

・消防用設備等点検実務必携
編集・発行：一般財団法人 日本消防設備安全センター

学校設置者
特定行政庁が学校を定期点検の対象に

点検等の内容
点検等の
時期

指定している 指定していない

・都道府県又は建築主事を置
く市町村が所有・管理する
公立学校

定期点検の実施義務
建築物の劣化・損傷の
状況の点検

３年以内毎

・国立学校
・私立学校
・上記以外の公立学校

定期調査の実施及び特定
行政庁への報告義務

義務なし
有資格者による定期点検の
実施を要請
（３ページのＱ２参照）

建築物の劣化・損傷の
状況及び基準への適合
性等の点検・調査

３年以内毎で
特定行政庁が
定める時期

■特定行政庁とは？

各地域において、建築基準法の事務を司る地方公共団体の長のことをいいますが、慣例的にはそ
の地方公共団体のことを指します。
市町村が建築主事をおく場合はその市町村、それ以外の場合は都道府県となります。

■建築主事とは？
建築基準法に規定する建築確認申請に関する事務を司る者のことで、都道府県及び人口25万人

以上の市に置かなければならないこととされています。なお、これら以外の市町村においても建築主
事を置くことができます。

■ 学校施設における定期点検の義務

学校の施設・設備については、建物の劣化・損傷の状況や防火壁が撤去されていないかなど
の基準への適合性、非常警報・屋内消火栓等の消防設備の動作状況など、様々な事項について
関係法令等により定期点検等の実施義務が生じています。

【建築基準法に基づく法定点検の実施について】
建築基準法に基づく定期点検の制度では、学校設置者の別や学校施設の所在地を所管する特
定行政庁が学校を定期点検の対象に指定しているかどうかによって、義務付けられる点検等の
有無や内容が区分されています。さらに、文部科学省では、点検の実施義務がない学校設置者
に対しても、定期点検の実施を要請しています。

【消防法に基づく法定点検の実施について】
消防法に基づく定期点検の制度では、全ての学校の設置者に対して、消防設備の種類に応じ
て６ヶ月～１年以内毎に点検し、３年毎に消防長又は消防署長への報告を行うことが義務づけ
られています。

２

○具体的な点検の方法等について
建築基準法に基づく定期点検については平成20年国土交通省告示第282号に、消防法に基づ
く定期点検については昭和50年消防庁告示第14号及び平成16年消防庁告示第9号に、それぞれ
具体的な点検項目や点検方法等が定められています。

【建築基準法点検】 http://www.mlit.go.jp/common/001107511.pdf
【消防法点検】 http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/52030200150.htm

http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/52030200140.htm
※詳細な内容は管轄の特定行政庁又は消防署に確認して下さい。



Ａ３：関係法令等に基づいて、①定期的な点検の実施と②点検結果に基づく必要な修繕等を行うことに
なります。
【①定期的な点検とは】

劣化等により是正の必要が生じている箇所を把握するため、建築基準法や消防法に基づき定め
られた点検項目等について、専門的な知識を持った有資格者に、一定の期間ごとに点検を実施さ
せることをいいます。

【②点検結果に基づく修繕とは】
定期的な点検の結果、是正が必要と判定された部分について、建築物の本来の性能が維持され

るように修繕等を実施することをいいます。

Ａ１：学校施設の安全性や機能性は経年劣化等により低下します。維持管理が適切に行われていないと、
劣化の進行により安全上・機能上必要な性能が満たされないまま放置され、

劣化・損傷した部材や設備等が突然落下する
地震時や火災時に安全に避難できず被害が拡大する
雨漏りなどにより教室が使えず、学習環境が悪化する

などの事故・不具合が発生するおそれがあります。
このようなことが生じない、安全・安心な教育環境を確保するためには「維持管理」を適切に実
施することが不可欠です。例えば、建築基準法や消防法では、２ページのとおり、その実施を義務
づけています。

老朽化したベランダに生徒が寄りか
かり、落下して大けが

・学校施設の劣化・損傷による事故・不具合の例

Ａ２：学校施設の維持管理は、児童生徒等の安全を確保するために不可欠なものです。また、建築基準
法では、直接的に点検の実施義務がない場合でも、全ての学校設置者に対して、建物を常時適法な
状態に維持するよう努力義務が課されています。
これらのことを踏まえ、文部科学省では、点検の実施義務がない学校設置者に対しても、点検の
実施義務がある場合と同様に、建築基準法や関係告示を参考として有資格者による専門的な点検を
定期に実施するよう要請しています。（平成27年10月30日付け27文科施第375号「学校施設の
維持管理の徹底について（通知）」）

全ての建物

一定の用途・規模等の建物建物を常時適法な状態に
維持する努力義務

定期的な建物の点検等の義務

遮煙シャッター不動作
（火災時に避難経路を確保できない）

雨漏りによりパソコンの一部が破損

Ｑ１：何のために「維持管理」を行うのですか？

Ｑ２：建築基準法点検の実施義務がない場合、維持管理は行わなくてもよいのですか？

Ｑ３：「維持管理」とは具体的にどのようなことをすればよいのですか？

３



Ａ４：地震や火災等に備え、また、部材の落下事故等が発生しないよう、学校施設は常に安全な状態を
維持しておくことが必要です。そのために、経過年数等に応じて大規模改修や長寿命化改修などを
実施することは非常に有効です。しかし、劣化・損傷はそれらの改修サイクルよりも短い期間で発
生するため、長期的な修繕計画がある場合であっても、定期的に点検を実施し、必要な修繕等を行
うことが不可欠です。

Ａ５：法的な定めはありませんが、できるだけ速やかに実施することが望ましいと考えています。しかし、
修繕に係る予算の確保や学校施設の使用状況等により、必ずしも全ての修繕をすぐに実施できない場
合があると考えられます。このような場合は、管理する全ての学校の全ての修繕箇所を一元的に管理
し、危険度の高いものから順に優先順位を付けて計画的に実施していくことが有効です。ただし、建
築基準法や消防法等を所管する行政部局からの指導等があれば、これに従う必要があります。また、
学校施設の安全性を確保するためには、全ての学校施設において、遅くとも次の点検まで（建築基準
法関係：3年、消防法関係：6か月～１年）には修繕を完了させることが必要と考えています。

要修繕

要修繕

要修繕

・優先度【高】
・＿＿＿＿＿
・＿＿＿＿＿
・＿＿＿＿＿
・＿＿＿＿＿
・＿＿＿＿＿
・＿＿＿＿＿

点検結果

管理する
全ての学校

一元的に管理

・劣化の状況
・危険度

優先順位付け

優先順位に基づいた計画的な修繕の実施

性能

時間（年）

２０～２５

６０～７５

０（新築）

大規模改修

長期的な
維持管理のイメージ

定期的な点検と修繕
を行わなかった場合

×事故・不具合の発生

× 事故・不具合の発生

定期的な点検と修繕

２０～２５０（新築）

性能

時間（年）

大規模改修長寿命化改修

経年による
機能・性能の劣化

根拠となる法律 対象となる学校 点検対象設備等 点検の期間

学校保健安全法 すべての学校 児童生徒等が通常使用する施設及び設備 学期に１回以上

浄化槽法 浄化槽を設置している学校 浄化槽 １年

電気事業法 自家用電気工作物（キュービクル等）を設置している学校 自家用電気工作物 保安規程に定める期間

水道法 簡易専用水道（受水槽のある施設）を設置している学校 簡易専用水道 １年

Ａ６：主なものを以下に例示します。

Ｑ４：長期的な修繕計画等がある場合でも日常の維持管理は必要ですか？

Ｑ５：修繕はいつまでに行う必要がありますか？

Ｑ６：建築基準法や消防法以外の法定点検にはどのようなものがありますか？

４

短・中期的な
維持管理のイメージ

４０～５０



■ 点検項目・内容と発生する不具合の例

屋上防水の劣化・損傷

外壁モルタルの落下

外階段の劣化・損傷

点検する項目 点検内容
１．敷地及び地盤
地盤 不陸、傾斜等
敷地 排水
敷地内通路 通路の確保、幅員、支障物
塀 耐震対策、劣化・損傷
擁壁 劣化・損傷、水抜きパイプ
２．建築物の外部
基礎、土台 沈下、劣化・損傷

外壁
躯体等 防火対策、劣化・損傷
外装仕上げ材等 劣化・損傷
窓サッシ等 劣化・損傷、はめ殺し窓ガラスの固定

外壁に緊結された広告板、室外機等 劣化・損傷
３．屋上及び屋根
屋上面、屋上回り 劣化・損傷
屋根 防火対策、劣化・損傷
機器及び工作物 劣化・損傷
４．建築物の内部
防火区画 基準適合性、防火設備の劣化・損傷
内壁 基準適合性、劣化・損傷
床 基準適合性、劣化・損傷
天井 基準適合性、劣化・損傷
防火設備 基準適合性、劣化・損傷、作動等
照明器具、懸垂物等 落下防止対策、防火設備への支障
居室の採光及び換気 基準適合性、作動、物品の放置
石綿等を添加した建築材料 使用状況、劣化、飛散防止措置等
５．避難施設等
居室から地上に通ずる通路 基準適合性
廊下、出入口、屋上広場 基準適合性、物品の放置

避難上有効なバルコニー
基準適合性、劣化・損傷、物品の放置、
避難器具の操作性

階段
階段、避難階段 基準適合性、劣化・損傷

特別避難階段
基準適合性、排煙設備の作動、窓の開
閉、物品の放置

排煙設備等
防煙壁 基準適合性、劣化・損傷、作動
排煙設備 基準適合性、作動、排煙口の維持保全

その他の設備等

非常用の進入口等 基準適合性、維持保全

非常用エレベーター
基準適合性、排煙設備の作動、窓の開
閉、物品の放置

非常用の照明装置 基準適合性、作動、物品の放置
６．その他
特殊な構造等（膜構造、免震構造） 劣化・損傷
避雷設備 劣化・損傷
煙突 劣化・損傷

点検する設備 機器点検※１ 総合点検※２

１．消火設備
消火器具 ○
屋内消火栓設備 ○ ○
スプリンクラー設備 ○ ○
水噴霧消火設備等 ○ ○
屋外消火栓設備 ○ ○
動力消防ポンプ設備 ○ ○
２．警報設備
自動火災報知設備 ○ ○
ガス漏れ火災警報設備 ○ ○
漏電火災警報器 ○ ○
消防機関へ通報する火災報知設備 ○
非常警報器具及び設備 ○ ○
３．避難設備
避難器具 ○ ○
誘導灯及び誘導標識 ○
４．消防用水
消防用水 ○
５．消火活動上必要な施設
排煙設備 ○ ○
連結散水設備 ○
連結送水管 ○ ○
非常コンセント設備 ○
無線通信補助設備 ○
６．その他
非常電源 ○ ○
配線 ○
総合操作盤 ○ ○
７．必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
パッケージ型消火設備 ○ ○
※１ 機器点検：消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、外観又は簡易な操作により

確認（６ヶ月に１回）
※２ 総合点検：消防用設備等の全部又は一部を作動させ、総合的な機能を確認（１年に１回）

【建築基準法に基づく法定点検】

【消防法に基づく法定点検】

手すりが障害となり
救助袋使用不能

鋼管の腐食

５

※平成20年国土交通省告示第282号を基に整理

※昭和50年消防庁告示第14号を基に整理



■ 維持管理に係る体制整備の事例

■ 一元的な管理の事例

◎営繕部局による一括の維持管理

◆東京都武蔵野市の取組

（利点）

・教育委員会の担当による学校施設の劣化調査と比べ、客観的
な調査ができ、効率的な維持管理を行うことができる。

・学校施設を含む公共施設全体の劣化状況や補修状況をデータ
ベース化することができる。

・計画保全を前提に施設整備を行うことが可能になり、整備も施
設の主管部署に関係なく全体を一定水準で整備することが可能。

◎デザインビルド型内包施設管理業務委託
による民間活用
◆千葉県流山市の取組
・学校施設を含む市内46施設の施設・設備等の保守管理、点検、法
定検査、維持管理等を民間事業者に包括的に業務委託している。

従来の施設管理業務委託
・各課が各施設・設備ごとに保守点検業務を発注。
・事務量やコスト、全体像が見えないといった課題があった。

デザインビルド型包括施設管理業務委託
・各課所管施設の保守管理・点検業務を一括して発注。
（約63百万円/46施設68業務・年 ⇒1業務へ集約）
・「①価格、②＋αのサービス、③柔軟性、④市内業者活用」等を基
準とする。
・事業の詳細は優先交渉権者との協議（デザインビルド）により決定。

（利点）
・事務量の大幅削減
・スケールメリットでコスト削減
・民間ノウハウの活用
・第三者（専門家）による定期巡回
・＋αのサービス（修繕サポート）

◎総合劣化度と施設重要度による保全優先度の判定
◆立川市公共施設保全計画

劣化状況調査の実施

改修履歴、定期点検情報、管理者へのヒアリング
及び現地調査を踏まえ、各部位ごとに劣化状況をＡ、
Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階で評価し、その部位ごとに評価指標
ポイントと部位別重要度計数を乗じて部位別ポイント
を算出し、部位別ポイントの平均値を現況劣化度とす
る。【図１・２】

総合劣化度による順位付け

現況劣化度と築後年数により施設ごとに点数化し、
保全計画対象施設の順位付けを行う。また、建物が
複数棟ある場合はそれぞれの平均値を採用する。

施設重要度の設置

防災計画を基に災害時の応急拠点、避難所、生活
に不可欠な供給処理施設の観点から、施設重要度を
設定する。重要度の高い順にⅠ類（市庁舎、一次避
難所）、Ⅱ類（二次避難所、福祉避難所）、Ⅲ類（その
他）と三段階に優先度を設定することにより、災害時
における施設の安全性、利便性についても考慮する。

保全優先度の判定

最終的な保全優先度は「総合劣化度」と「施設重要
度」を掛け合わせて判定。優先度に応じて１から６ま
でグループ分けし、マトリックス表にて表示。優先度
の高い順に優先度①から⑥の順となる。同グループ
内では総合劣化度のポイントが高い順とする。【図３】

図１ 劣化状況の実態を把握するためのシート

図２ 現状劣化度の算出

図３ 保全優先度の判定

【財務部施設課】

○独自の「劣化カルテ」に基づき、学校施設を含む公
共施設の劣化調査を実施

○部位毎に劣化状況を点数化
○予防保全に係る工事について予算要求

【教育部教育企画課】
○学校からの事故報告
○施設・設備メンテナンス請負業者からの報告

劣化状況の報告

適切な維持管理を継続的に行っていくためには体制の整備が不可欠ですが、技術職員が在籍してい
ないなど、体制の整備が困難である場合は、外部の人材を活用することなどにより対応することが必
要となります。

※本ページの事例は、学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（平成27年4月文部科学省）から抜粋しています。
詳細及びその他の事例については同手引をご参照下さい。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/036/toushin/1356229.htm
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■ 関連トピック

○ 非構造部材の耐震点検※について

建築基準法、消防法等により点検が義務づけられている事項以外にも、児童生徒の安全を守るために重
要な事項があります。また、ここに例示される事項以外にも、個別の学校施設の状況等に応じて、適切に
学校施設の維持管理を行うことが重要です。

地震時に非構造部材による大きな被害が生じることのないよう、錆やひび割れなどの劣
化状況や部材の取付け工法などの確認を行い、非構造部材の危険性を把握し、予防的な対
策に結びつけていくことが重要です。

※建築基準法第１２条第１項又は第２項に基づく点検の内容と一部重複する部分がありますので、あわせて実施す
ると効率的です。

○学校設置者と学校向けにまとめたガイドブックを作成しています。

「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（改訂版）
地震による落下物や転倒物から子供たちを守るために－耐震点検の実施－」
（平成２７年３月 文部科学省）

http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/1291462.htm

音楽室の天井材の脱落

理科室の照明器具の脱落

○ 体育館等の床板の剥離による事故の防止について

体育館等の床板の一部がはがれて身体に刺さり負傷する事故が発生しています。原因等の詳細については、消費者庁
の消費者安全調査委員会において調査中※ですが、原因が究明され再発防止策が示されるまでの間は、以下の点に留意
するよう、平成27年12月7日付け事務連絡「体育館等の床から剥離した床板による負傷事故の防止について」により
周知しています。

※平成28年3月時点

床板に傷や割れ、ささくれ、そり、浮き、目違い、床鳴り等がないかどうかを点検し、必要に応じて修繕すること。また、修繕を
行うまでの間、注意喚起等により事故を防止するための措置を講ずること。
体育館等の床材による軽傷事故の発生状況を常時確認し、重大事故につながるおそれがないか検証すること。
床置き式のバスケットゴールやバレーボールのネット支柱、トレーニング機器、パイプ椅子の収納台車等の設置や利用、移動の際、
床板に傷や破損等が生じないよう注意すること。

○ アスベスト対策について

吹き付けアスベストについては、学校施設等の場合、
必要な対策は概ね完了しています。ただし、劣化・損
傷等が生じていないため「ばく露のおそれなし」とし
ているもの、封じ込めや囲い込み措置を行ったものに
ついては、将来的に、児童生徒のボール遊びやエアコ
ンの修理を行う際に天井のアスベスト層を傷つけたり、
経年劣化等によって石綿等の粉じんが飛散する可能性
が生じたりするおそれがあると考えています。
そのため、学校施設のどの場所にアスベストが存置

されているかを把握しておくとともに、定期的に劣
化・損傷等の状況を点検することが必要です。また、
改修工事等を行う場合には、それに合わせて除去して
いくことが有効です。

○ ＰＣＢ廃棄物の保管・処分について

学校施設内等に保管されているPCB廃棄物は、各地域
ごとに指定された処分場で定められた期限までに処分す
る必要があります。
処分するまでの間は、保管場所に「PCB廃棄物保管場

所」である旨を表示するとともに、児童生徒が誤って入
室することがないよう施錠して保管・管理し、さらに、
定期的に内部の状況も確認して漏洩等が生じていないか
などを点検することが必要です。
また、PCB廃棄物として保管されているものの中に、

PCBを含有しない機器等が含まれていることがあります。
PCB廃棄物は処分費が高額のため、指定容器への入れ替
えを行う際などに改めてPCB含有の有無を判別し分別す
ることで処分費を削減できる可能性があります。

■分別方法など

http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/full8.pdf

○主に学校向けにまとめた点検の動画を作成しています。

「地震のとき『落ちてこない・倒れてこない・移動してこない』安全な学校へ
実はそんなに難しくない 非構造部材の耐震点検・対策 はじめの一歩」
（平成２８年３月 文部科学省）

https://www.youtube.com/watch?v=WE8XVlgPRz4


